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　コーポレート・ガバナンス＊の基本は、迅速かつ透明性の高い

意思決定により、社会からの信頼を高めることであると考えて、

その実践に努めています。
＊ コーポレート・ガバナンス：企業統治。会社の違法行為を監視したり、少数に権限が集中
する弊害をなくし、適正な事業活動の維持・確保を目的とした会社システムのあり方。

　取締役会を毎月1回定期的に開くほか、必要に応じて随時

開催し、経営に関する重要事項を付議決定しています。業務

執行状況についても取締役会で報告されます。

　経営体制の効率化と迅速な意思決定を推進するため、

2004年6月の定時株主総会で、業務の執行体制の強化を目

的に、執行役員制度を導入しました。これにより、取締役会は

経営の意思決定および業務執行の監督にあたり、執行役員

は、担当業務の執行に専念する経営体制が確立しました。

　監査機能の強化のため、社外監査役2人を含めた4人の監

査役が、取締役会や支店長会議等の重要な会議への出席に

加え、事業所および子会社の往査などにより法令遵守や業務

の監査を行っています。

　適正な業務執行を確実にするため、内部統制システムをさら

に拡充させるとともに、内外情勢・経営環境の変化に応じて随

時見直しを行い、より適切な内部統制システムを整備していき

ます。

　ステークホルダー＊の皆様に対して迅速で公平、かつ正確で

わかりやすい企業情報の発信に努めています。開示方法は金

融商品取引法および、（株）東京証券取引所などの定める適

時開示等に関する規則に則っています。このほか、当社ホーム

ページなどでも適宜情報開示を行っています。

　決算関連情報については、第2四半期決算および本決算

発表後、アナリスト＊やマスコミを招いて説明会を実施していま

す。新技術、新工法、話題となっている技術等については、マ

スコミ各社に適時情報提供しています。
＊ ステークホルダー：企業に対して利害関係を持つ人。当社の主なステークホルダーは、従
業員・消費者・株主・債権者・取引先・地域社会。

＊ アナリスト：社会情勢や業界動向などを分析する専門家。

　首都圏直下型地震を想定してのBCPは、2009年国土交

通省関東地方整備局から認定を得ておりますが、今後も、訓

練等を通じてさらに見直し、充実を図っていきます。

　2005年9月に構築したNIPPO・CSR体制は、NIPPO・

CSR委員会を最高意思決定機関とし、実施機関である7つの

委員会に加え、グループ企業のCSR体制を統括するNIPPO

グループCSR委員会で構成しています。

　各委員会は、それぞれ全社委員会と本社・支店委員会を設

置し、全社単位、本社・支店単位の方針を定めて活動していま

す。開催された委員会の協議内容は、社内ネットワークで公開す

ることによって、全従業員のCSR意識向上に活用しています。

　全社各委員会の活動目的等の概要は下図のとおりです。
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コーポレート・ガバナンスの考え方 CSR体制

□コーポレート・ガバナンス体制図

□CSR体制と各委員会の目的
経営の意思決定、執行、監督の充実

監査役会の機能の充実

内部統制システムの整備

ステークホルダーへの情報開示の充実

事業継続計画（BCP）の見直し

選任・解任 指導・サポート

監査
監査 会計監査

監査

報告

選任・解任

選任・解任

選任・解任
意思決定

取締役会

指揮・監督

サポート

会計監査人

監査役会 グループ会社（子会社）

コンプライアンス委員会
人間尊重いきいき委員会
情報管理委員会
社会貢献委員会

中央安全衛生委員会
環境管理委員会
品質保証委員会

NIPPOグループCSR委員会

NIPPO・CSR委員会

目的：構成企業各社が連携しながら、それぞれ企業倫理の確立と事業活動の一層の適正化を推進し、NIPPOグ
ループ全体として社会的責任を果たすこと

NIPPOグループCSR委員会

目的：公正・公明な企業活動を徹底し、当社と当社グループの社会的信頼の維持・向上を図るため、コンプライアンスに関する基
本的事項を定め推進すること
活動計画：遵法意識の徹底と違法項目の排除および改善の推進、危機管理、情報管理の整備徹底

コンプライアンス委員会 P.9

目的：当社が有する情報に関し、適時・適正な利用・開示
を行い、不測の漏洩を防止し、かつ情報利用の基盤を適
切に維持することにより、当社の社会的信頼の維持・向
上を図るため、情報管理に関する基本的事項を定め推
進すること
テーマ：情報セキュリティ管理ルール遵守の徹底

情報管理委員会 P.9

目的：当社が良き企業市民として、社会的責任の一環を
果たすため、全てのステークホルダーの利益と発展を考
慮した社会貢献活動を積極的に推進すること

社会貢献委員会 P.21

目的：常に良い技術と製品を提供することで顧客・利用者
からの信頼に応え、企業としての社会的責任を果たすこと

品質保証委員会 P.9

目的：適切な環境保全活動の推進とより良い環境の創造
に努め、企業としての社会的責任を果たすこと

環境管理委員会 P.11

目的：従事者の安全と健康を確保し、快適な作業環境の
形成を促進すること

中央安全衛生委員会 P.10

大日本土木
CSR委員会

長谷川体育施設
CSR委員会

日鋪建設
CSR委員会

マツレキ
CSR委員会

MECX
CSR委員会

ニッポリース
CSR委員会

パサージュ琴海
CSR委員会

＊主要関係会社のCSR委員会

NIPPO・CSR委員会

目的：企業倫理の確立と
事業活動の一層の適正
化を推進し、当社および
当社グループ企業が社
会的責任を果たすこと

目的：従業員一人ひとりがやりがいのある職場をつくるこ
と。社会的信頼の維持・向上を図るため人権問題に関す
る基本的事項を定め、推進すること
テーマ：健康・労働時間・ワークライフバランス

人間尊重いきいき委員会 P.20

内部統制部、環境安全・品質保証部
（内部監査担当部門）

各事業部門

株
主
総
会

四国支店 舗装事業部　田中創

仮設の工事事務所は常設事業所と違い、出入口や窓の施錠が簡易で防犯面が劣ります。当然、従業員が使用しているパソコンは、全て暗号化対策済みの
管理パソコンですが、独自の取り組みとして、セキュリティーワイヤーロックを使用しています。さらに、設営時に必ず機械警備システムを導入しています。
仮 務

私のCSR 人事部人事第二グループ　菅原克幸

人事部では、『人間』を尊び、目まぐるしく変遷をたどる現代社会にあっても、各従業員がワークライフバランスの実現を図り、職場と家庭の両場面にお
いて、いきいきと生活できる環境の創出に部一丸となって取り組んでいます。

部 『

私のCSR

業務執行
常務会

（執行役員等で構成）代表取締役



コンプライアンスと品質保証体制
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　潜在的リスクの排除を目的として、毎年全ての部署で遵法

状況を調査して、改善の余地あるいは不適合の可能性のある

項目を洗い出し、業務改善を行っています。社内ネットワークを

通じて、業務に関連する様々な遵法ツールを従業員に提供す

るほか、業務の一環として、研修や会議の場では日常的にコン

プライアンスの議題を取り上げて意識の高揚を図るとともに、

現業に従事する従業員全員が毎日、遵法スローガン「企業行

動5つの誓い」（P.1を参照）を唱和しています。

　情報管理については、2009年4月1日付で体制を整備し直

し、個人情報を含む機密情報の管理基準を明確にしました。加

えて、各企業情報の漏洩防止等の安全対策を強化し、関連法

令や東京証券取引所が定める上場諸規則等の遵守に努め

ています。

　2011年4月に、情報管理が不十分であったため、盗難によ

り個人情報を含む機密情報を流出させてしまいました（本件の

概要は、2011年4月8日に弊社ホームページ上で報告してい

ます）。この反省を活かし、二度と同様の事態を発生させないよ

う、さらなる情報管理の徹底を推進していきます。

　舗装土木・開発部門を例に、品質保証活動についてご紹介

します。

①審査機関による外部審査
　2010年9、10月に、本社および5つの支店にて審査機関による外
部審査（品質と環境を同日に実施する複合審査）を受けました。
ISO9001において、軽微な不適合7件、観察事項9件がありましたが、
1月に再認証されました。

②内部監査の実施
　本支店および現業の全事業所にて内部監査（計537件）を実施しま
した。内部監査で観察された指摘事項に対して、該当部署で不適合状
態の処置および必要に応じた是正処置を実施しています。

③本社部門連携研修の実施
　CSRの推進と業績計画必達のために本社の各部門が連携・協力し
て、「統括事業所長本社部門連携研修」（37名）を実施しました。

④内部コミュニケーションの強化
　統括事業所が、名実ともに「管轄地域の舗装事業の要(かなめ)」とし
て機能し舗装事業の活性化を一段と進めるため、コミュニケーションの
場として「統括事業所会議」を実施しています。全国40カ所で、会議を
月１回の頻度で開催し、情報の共有化、問題・課題の対策、指示命令
系統の明確化等を進めています。

⑤改良・改善事例報告会を年１回開催
　「確かなものづくり」を再認識し、現場における改良点・改善点を考え
る習慣を身につけるとともに、生産性向上を図ることを目的に、2010年
6月に開催しました。全国の応募から選定された19編が本社にて報告さ
れました。

⑥経営者（社長）による業務改善
　経営者（社長）は、顧客満足情報と内部監査、品質目標管理等をも
とに、業務改善につなげるための見直しを行い、社内規程の見直し・改
善活動の完全実施等、必要な指示を行っています。

⑦本社による工事施工監査の実施
　大型工事を対象として、個々の工事現場で実施している各種検査と
は別に、社内検査（工事施工監査）を本社が直接実施しました（2010
年度対象工事111件）。

マネジメント報告

9 NIPPO CSR Report 2011

川崎出張所　南出貴司

「注意する」ことは作業現場では大事なことです。しかし、事故は注意力が散漫になった時に起こります。当事業所では「注意する」という言葉は使わず
「安全対策を考える」ことを実行させています。行わなければならないことを具体的にイメージできる人を育てることで安全管理レベルの向上に取り組
んでいます。

「注意 」

私のCSR

コンプライアンスの取り組み

情報管理体制

品質保証体制

度数率

強度率

度数率

強度率

0.68

0.86

１．09

0.14

2009年度

0.43

0.02

１．56

0.61

2010年度

ＮＩＰＰＯ

建設業

□度数率・強度率

□従業員全員が、毎日遵法スローガン「企業行動５つの誓い」を
唱和して意識の高揚を図っている取り組みは、高い評価ができ
ると思います。（取引先）

□コンプライアンスと品質保証体制の品質方針がよくできている
と思いました（お客様）

アンケートより

品質方針
株式会社NIPPOは、確かなものづくりを通して、人と社会の生成発展に貢

献します。

［そのために］

一、　私達は、望まれる確かな製品を提供し、顧客・利用者の信頼を築く。

一、　私達は、後世に評価される技を磨き、技の大切さを教え、伝える。

一、　私達は、現状に満足せず、情熱と向上心をもって、継続的改善に挑

戦する。

2011年度　安全衛生管理方針
［方針］人命尊重を基本理念とし、労働安全衛生マネジメントシステムを実

行し、安全衛生管理水準の向上を目指す。

［目標］ 1.重機・車両災害、墜落・転落災害、土砂崩壊災害、非定常時作

業災害を防止し、死亡災害｢ゼロ｣を達成する。

2.災害事故件数20％減。（2008年度事故発生件数×0.8×0.8×0.8）

3.快適な職場環境づくりの推進と健康管理体制の強化を継続的

に実施する。

安全管理

環境・安全報告

　「死亡事故を起こさない」ことは企業の果たすべき根源的な

社会的責任であるとの考えに基づき、2010年度と同様に

2011年度安全衛生管理方針を全社中央安全衛生委員会

の審議を経て、決定しました。

　2010年度は「死亡災害を絶対に起こさない」というトップの

強い意志のもと、全社一丸となって死亡災害ゼロ対策に取り

組んできました。過去の災害発生要因から、新しくＮＩＰＰＯルー

ル《バックホウの後退禁止》《誘導合図なしでバックしない》を

定め、現場従事者全員に対して漏れがないように「誘導員・運

転手に対する誘導訓練教育」「死角体験教育」を義務づけ、

ＮＩＰＰＯの現場では誰でもが誘導できる体制、誘導ルールを知

らない運転手の現場内立ち入り禁止の徹底を図りました。死

角体験教育により従事者全員が重機に対する危険の感受性

を高め、二度と悲惨な死亡事故を起こさない体制を構築しまし

た。さらに、『安全作業４つの誓い』のカードを作成し、毎朝礼・

危険予知ミーティング時に全員で唱和することで、再発防止対

策の確認をすることとしまし

た。その結果2010年度は５

年ぶりに「死亡災害ゼロ」を

達成することができました。

　過去の災害は

いずれも繰り返し

型災害であるこ

とを真摯に受け

止め、①重機・車

両の後退時災

害、②墜落・転落災害、③土砂崩壊災害、④非定常時作業災

害の防止に全力を尽くし、労働安全衛生マネジメントシステム

を実行しています。職場の安全・安心・信頼を勝ち取るために、

従事者全員で安全管理向上に努めます。

アンケートより

□安全管理の死亡事故の内容を具体的に記述し、読者にもイ
メージできるようにした方が今後の防止になると思いました。（取
引先）

□下請などの協力業者と一体となった管理体制の一層の構築、
また、そのＰＲもしてはどうかと思いました。（取引先）

□前年度の反省を踏まえ、今年度の取り組みが実際に現場にお
いて教育されており、意気込みが感じられます。（従業員）

安全衛生管理方針

2010年度の反省と2011年度の安全管理への取り組み

（年度）
0

5

10

15

20

25

30
（件数）

2005 2006 2007 2008 20102009

*折れ線グラフは死亡事故件数を示します。

18

0

19

1

25

1

26

1

□災害件数推移（休業４日以上、物損50万円以上）

度数率：100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で災害の頻度を表す。
強度率：1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で災害の重さを表す。

233

2

17

0

総合計
128件

墜落・転落
25件（20％）

飛来・落下
18件（14％）

挟まれ・巻き込まれ
17件（13％）

激突され
20件（16％）

公衆災害
12件（9％）

転倒
8件（6％）

交通事故
10件（8％）

その他
18件（14％）

□事故の型別（2005～2010年度）

伊勢崎合材工場　竹内大輔

「顧客満足」、「品質」の確保を目標に部署要員全員で取り組んでいます。具体的には、顧客情報（苦情、対処など）の共有、日々の品質目標により推進
者を含めた全員での確認出荷です。また、全員への周知ならびに伝達手段として、作業安全指示書に【顧客情報】【品質管理】記録欄を設け活用してい
ます。

「 客満 」「

私のCSR

安全作業４つの誓い
重機・車両後退時 誘導合図を確認したか

土砂　崩壊 土止めはしたか

転落・墜落 安全帯を使っているか

非定常時作業 装置は止めたか

 ヨシ！

 ヨシ！

 ヨシ！

 ヨシ！

安全作業４つの誓い安全作業４つの誓い
重機・車両後退時 誘導合図を確認したか

土 砂 崩 壊 土止めはしたか

転落・墜落 安全帯を使っているか

非定常時作業 装置は止めたか

 ヨシ！

 ヨシ！

 ヨシ！

 ヨシ！

安全作業４つの誓い


